
   

 

 
令和８年度国民健康保険事業費納付金等算定結果 

 
 
１ 算定の趣旨 
  県は、国保財政運営のため、保険給付費等（保保険給付費、期高齢者支援金及 び介
護納付及等）の財源のうち市町村が負担する国民健康保険事業費納付金等を国から示
される係数を用いて算定し、毎年、市町村へ提示している。 

 
２ 主な算定条件 
保１）保険給付費等の推計 
   全体の被保険支数の減や診療報酬改定等を考慮して推計した。 
（（（（（（令和８年度保険給付費等 １，０５３．５億円 
        保令和７年度 １，０５８．５億円） 
 
保２）国庫負担及等の見込み 
（（（（ 保険給付費等の財源となる国庫負担及等については、国から示された係数を用い

て算定した。 
（（（（（（また、前高齢者支交付及については、概算と実績との差を２年期に精算する仕組 
  みとされているため、国の助言通知に基づき、精算見込額約１９．９億円は当年度  

に使わずに留保する。 
 
保３）納付及等の算定 
   県全体の納付及額を国から示された係数に基づき算定し、市町村ごとの被保険支

数、所得水準 び医療費水準等に応じて各市町村に按分した。なお、保険税水準の
統一に向けた取組として、各市町村の納付及にそれぞれの医療費水準を反映させな
い「納付及ベースの統一」を行うこととしており、令和５年度の算定保令和６年度
納付及）から段階的に調整を行っている。 

   また、各市町村の納付及額に市町村へ交付される国費等や市町村が行う保健事業
等に要する経費等を加減算し、「標準保険税率の算定に必要な保険税総額」 び「標
準保険税率」を算定し、納付及の額とあわせて市町村に提示した。 

 
保４）年度間の激変緩和措置の実施保県財政安定化基及の財政調整事業） 
   安定的な財政運営の確保のため、前年度から激変が生じないよう、令和８年度の

１人当たり納付及額の前年度比伸び率が５％を超えている市町村について、その超
えている部分に対して、県財政安定化基及の財政調整事業分を充当し、各市町村の
納付及の減算保年度間の激変緩和）を行った。 

 
３ 算定結果(年度間の激変緩和後) 
保１）納付及額 
  （（県合計 ３０８．２億円保令和７年度（３１２．８億円） 
 
保２）１人当たり保険税必要額 
  （（県平均（（１２２，８８８円保令和７年度 １１８，２６８円） 
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令和８年度国保事業費納付金及び標準保険税率の算定結果

医療分 後期分 介護分

所得割率 均等割額 平等割額 所得割率 均等割額 平等割額 所得割率 均等割額 平等割額 所得割率 均等割額 平等割額 18歳以上均等割額 所得割率 均等割額 平等割額 18歳以上均等割額 所得割率 均等割額 18歳以上均等割額

（円） （％） （％） （％） （％） （％） （％）

宮崎市 10,931,882,842 7.77 34,284 22,461 2.78 12,259 8,032 2.42 12,577 6,397 0.82 1,281 842 118 13.79 60,401 37,732 118 医療分 7.83 48,677 -

都城市 4,575,379,965 7.91 34,910 22,872 2.87 12,631 8,275 2.39 12,381 6,297 0.80 1,230 817 124 13.97 61,152 38,261 124 後期支援金分 2.82 17,423 -

延岡市 3,015,272,442 7.11 31,397 20,570 2.74 12,083 7,916 2.37 12,322 6,267 0.79 1,241 804 102 13.01 57,043 35,557 102 介護納付金分 2.49 17,743 -

日南市 1,451,204,300 7.48 33,035 21,643 2.79 12,261 8,033 2.35 12,209 6,210 0.80 1,281 817 84 13.42 58,786 36,703 84 子ども・子育て
支援納付金分 0.82 1,799 173

小林市 1,356,333,755 8.04 35,476 23,242 2.66 11,705 7,669 2.34 12,139 6,174 0.80 1,271 813 80 13.84 60,591 37,898 80 合計 13.96 85,642 173

日向市 1,640,638,918 8.00 35,335 23,150 2.73 12,015 7,872 2.32 12,016 6,111 0.81 1,278 824 98 13.86 60,644 37,957 98

串間市 568,884,156 6.35 28,023 18,359 2.81 12,381 8,112 2.36 12,227 6,219 0.80 1,223 815 127 12.32 53,854 33,505 127

西都市 1,186,852,155 7.73 34,133 22,363 2.72 11,992 7,857 2.43 12,632 6,425 0.79 1,226 811 119 13.67 59,983 37,456 119 【国保事業費納付金】

えびの市 580,626,990 7.56 33,376 21,867 2.74 12,047 7,893 2.34 12,159 6,184 0.80 1,278 821 93 13.44 58,860 36,765 93 　市町村が県に納付する納付金額。

三股町 670,982,005 8.07 35,636 23,347 2.74 12,044 7,891 2.38 12,343 6,278 0.82 1,264 837 126 14.01 61,287 38,353 126

高原町 309,924,203 7.51 33,137 21,710 2.67 11,771 7,712 2.36 12,250 6,230 0.79 1,274 811 79 13.33 58,432 36,463 79 【市町村標準保険税率】

国富町 652,827,521 8.03 35,439 23,218 2.70 11,876 7,781 2.38 12,349 6,281 0.81 1,256 825 117 13.92 60,920 38,105 117

綾町 262,665,701 7.67 33,859 22,183 2.72 11,957 7,834 2.28 11,850 6,027 0.81 1,202 823 143 13.48 58,868 36,867 143

高鍋町 561,783,773 8.48 37,420 24,516 2.66 11,715 7,675 2.47 12,799 6,510 0.80 1,220 814 140 14.41 63,154 39,515 140

新富町 561,201,063 7.79 34,391 22,531 2.78 12,221 8,007 2.45 12,699 6,459 0.79 1,212 810 134 13.81 60,523 37,807 134

西米良村 30,448,411 12.32 54,383 35,629 2.87 12,635 8,278 2.43 12,610 6,413 0.80 1,219 817 144 18.42 80,847 51,137 144

木城町 155,552,708 7.65 33,755 22,115 2.74 12,075 7,911 2.31 11,977 6,092 0.78 1,183 801 136 13.48 58,990 36,919 136 【都道府県標準保険税率】

川南町 566,230,490 8.50 37,535 24,591 2.74 12,049 7,894 2.40 12,462 6,338 0.79 1,192 807 140 14.43 63,238 39,630 140

都農町 394,148,584 8.12 35,823 23,470 2.76 12,164 7,969 2.45 12,699 6,459 0.79 1,218 810 116 14.12 61,904 38,708 116

門川町 497,482,594 7.67 33,850 22,177 2.74 12,057 7,899 2.41 12,508 6,362 0.81 1,284 830 95 13.63 59,699 37,268 95

諸塚村 33,921,458 3.31 14,590 9,559 2.60 11,461 7,509 2.32 12,014 6,111 0.79 1,293 810 71 9.02 39,358 23,989 71

椎葉村 73,014,380 6.33 27,942 18,307 2.72 11,978 7,848 2.36 12,225 6,218 0.79 1,254 807 98 12.20 53,399 33,180 98

高千穂町 337,724,510 6.67 29,439 19,287 2.72 11,977 7,847 2.30 11,948 6,077 0.79 1,271 811 90 12.48 54,635 34,022 90

日之影町 117,197,517 6.92 30,547 20,013 2.71 11,909 7,803 2.36 12,261 6,236 0.80 1,283 814 85 12.79 56,000 34,866 85

五ヶ瀬町 109,807,129 6.40 28,267 18,519 2.65 11,669 7,645 2.34 12,140 6,174 0.79 1,271 804 73 12.18 53,347 33,142 73

美郷町 174,701,118 7.79 34,384 22,527 2.70 11,908 7,801 2.30 11,923 6,064 0.79 1,259 805 85 13.58 59,474 37,197 85

合計・平均 30,816,688,688 7.72 34,077 22,325 2.77 12,196 7,990 2.39 12,420 6,316 0.80 1,249 824 - 13.17 60,093 37,455 -

市町村名

国保事業費
納付金

（円）

市町村標準保険税率（３方式）

　県内統一の算定方法を用いて算定した、市町村ごとの
標準的な保険税率。本県では、所得割・均等割・平等割
のいわゆる３方式を用いている。
　実際に市町村が賦課する税率（方式）とは必ずしも一
致しない。

子ども分 合計
都道府県標準保険税率（２方式）

　国から示された算定方法を用いて算定した、都道府県
ごとの標準的な保険税率。
　所得割・均等割のいわゆる２方式を用いている。

（円） （円） （円）（円） （円）
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単位：億円

県支出
1,053.5
(1,058.5)

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金

市町村
収入

市町村向け
公費

実際に保険税で集める額
基
金
等

保険税必要額

市町村納付金
308.2
(312.8)

県
剰
余
金

納付金のうち保険税で集める額
市町村事業費で
保険税で集める

額　等

介
護
納
付
金
47.6
(47.7)

後期高齢者支援金
147.4
(150.1)

保険給付費
840.6
（857.2）

令和８年度納付金と保険税の関係について（イメージ図）

県収入
1,053.5
(1,058.5)

そ
の
他

その他

前期高齢者交付金
376.1
(370.7)

療養給付費等負担金
（国負担金）
201.7
(204.5)

普通調整
交付金

（国補助金）
85.5
(84.0)

県
繰
入
金
50.4
(51.1)

市町村向け特別調整交付金

保険者努力支援（市町村分）

県２号繰入金

保険基盤安定 等

特定健康診査に要する経費

出産育児一時金

条例減免費用 等

4.0
(3.2)

被保険者数(一般)

R８確定係数

198,578人

（209,168人）

※下段括弧書きは令和７年度

3.8
(3.5)

27.6
(32.2)

14.2
(-)
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